
内　

閣　

府

○　
　
　
　
　

令
第　
　
　

号

農
林
水
産
省

金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
金
融
商
品
取
引
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第　
　
　

号
）
の
施
行

に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
等

の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年　
　

月　
　
　

日

内
閣
総
理
大
臣　

石
破　
　

茂　

農
林
水
産
大
臣　

江
藤　
　

拓　

農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

　

（
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

蔵　

省　
　
　
　

第
一
条　

農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年　
　
　
　
　

令
第
一
号
）
の

農
林
水
産
省

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
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の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の

規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（

以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移

動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
契
約
の
種
類
）

第
十
条
の
五

法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
（
第
十
条
の
七
か
ら
第
十
条
の
三
十
三
ま
で
に
お
い
て
「
準
用
金
融

商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

特
定
貯
金
等
契
約
（
法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
契
約
の
種
類
）

第
十
条
の
五

法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
（
第
十
条
の
七
か
ら
第
十
条
の
三
十
一
ま
で
に
お
い
て
「
準
用
金
融

商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

特
定
貯
金
等
契
約
（
法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
十
条
の
八

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
四
条

の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

組
合
（
当
該
組
合
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る

電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
相
手
方
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
組
合
の
用

に
供
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
利
用
者
等
（
利
用
者
又
は
利
用
者
と
の
契
約
に
よ
り

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
十
条
の
八

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
の

四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
同
上
］

イ

組
合
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す

る
事
項
を
提
供
す
る
組
合
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理

す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相
手

方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
組
合

の
用
に
供
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
利
用
者
等
（
利
用
者
又
は
利
用
者
と
の
契
約
に
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利
用
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
利
用
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機

に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
記
載
事
項

を
送
信
し
、
利
用
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
利

用
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又

は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る

事
項
を
提
供
す
る
組
合
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

［
ロ
～
ニ

略
］

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体

を
い
う
。
第
十
条
の
九
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十
一

の
九
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

三

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

よ
り
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
利
用
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面

に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う

。
）
を
送
信
し
、
利
用
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
組
合
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

［
ロ
～
ニ

同
上
］

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体

を
い
う
。
第
十
条
の
九
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十
一

の
十
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

三

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
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、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
利
用
者
の
承
諾
（
書
面
、
組
合
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
同

項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
に
限
る
。
）
を
得
て
同
項
第
一
号

イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る

場
合
又
は
利
用
者
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場

合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
イ
・
ロ

略
］

四

［
略
］

３

［
略
］

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
利
用
者
の
承
諾
（
令
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若
し
く

は
ロ
若
し
く
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は

利
用
者
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当

該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
イ
・
ロ

同
上
］

四

［
同
上
］

３

［
同
上
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の
類
似
行
為

）
第
十
条
の
十
七

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
の
主
務
省
令
で
定

め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一

般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提

供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
第
五
十
七
条
の
三
十
一

の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法

、
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の
類
似
行
為

）
第
十
条
の
十
七

［
同
上
］
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を
い
う
。
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
す
る
方

法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情

報
の
提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

三

次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
～
ハ

略
］

ニ

第
十
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情

報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の

物
品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景

品
そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品

と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

⑴

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書

面
（
第
十
条
の
二
十
二
か
ら
第
十
条
の
二
十
四
（
第
一
項
第
四
号
を

除
く
。
）
ま
で
、
第
十
条
の
二
十
六
、
第
十
条
の
三
十
及
び
第
五
十

七
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
契
約
締
結
前
交
付

書
面
」
と
い
う
。
）

⑵

第
十
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
貯
金
等
書
面

⑶

第
十
条
の
二
十
四
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
に
表
示
す

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
に
表
示
す
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る
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
十
条
の
十
九

令
第
八
条
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料

、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯
金
等

契
約
に
関
し
て
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
対
価
（
第
十
条
の
二
十
一
、
第
十
条

の
二
十
四
及
び
第
十
条
の
二
十
九
第
九
号
に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と
い
う

。
）
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法

（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ

の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

と
す
る
。

る
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
十
条
の
十
九

令
第
八
条
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料

、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯
金
等

契
約
に
関
し
て
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
対
価
（
第
十
条
の
二
十
一
、
第
十
条

の
二
十
五
及
び
第
十
条
の
二
十
七
第
九
号
に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と
い
う

。
）
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法

（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ

の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

と
す
る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
）

第
十
条
の
二
十
二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
利
用
者
か
ら
第

一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
方
法
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
の
書
面
の
交
付

イ

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及

び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の

条
、
次
条
、
第
十
条
の
二
十
五
及
び
第
十
条
の
三
十
に
お
い
て
「
契
約

締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
十
条
の
二
十
二

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
を
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ

く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｚ
八
三
〇
五
に

規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か

つ
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン

ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、

か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
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を
内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
き

に
お
け
る
当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
第
十
条
の
八
第
一

項
に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
十
条
の
二
十
八
第
一

項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
提
供

２

前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行

お
う
と
す
る
組
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
も
の
と
す

る
。

一

あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
第
十
条
の
九
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
示
し
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
書
面
、
当
該
組
合
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
第
十

条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
る
こ
と
。

二

あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告

知
す
る
こ
と
。

イ

第
十
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ

当
該
組
合
に
対
し
、
当
該
利
用
者
が
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
る
当
該
情
報
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

３

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三

第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
産
業
標

準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
十
条
の
二
十
六
第
十
一
号
に
掲
げ

る
事
項

二

第
十
条
の
二
十
六
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

３

組
合
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
十
条
の
二
十
六
第
一
号
に
掲

げ
る
事
項
及
び
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第

二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
利
用
者
の
判
断
に
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇

五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に
平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に

平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
条
の
二
十
五
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
利
用
者
の
判
断
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し

、
か
つ
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
十
条
の
二
十
五
第
十
一
号
に
掲
げ

る
事
項

二

第
十
条
の
二
十
五
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

［
条
を
削
る
。
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
十
条
の
二
十
三

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
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行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場

合
）

第
十
条
の
二
十
三

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し

書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

一

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利
用
者
に
対
し
準
用
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金

等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情

報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合

二

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

場
合
）

第
十
条
の
二
十
四

［
同
上
］

一

第
十
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
外
貨
貯
金
等
」
と
い
う
。

）
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利
用
者
に
対
し

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に

第
十
条
の
二
十
六
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲

げ
る
事
項
を
、
第
十
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
、
第
十
条
の
二
十
八
及
び
第
十
条
の
三

十
第
二
号
ロ
に
お
い
て
「
外
貨
貯
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て

い
る
場
合
（
当
該
利
用
者
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な

い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利
用
者
に
対
し
当
該
特

定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前

交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内

容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い

な
い
場
合
を
含
む
。
）

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
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内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を

除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

三

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
組
合
を
所
属
組
合
と

す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
法
第
九
十
二
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定

に
よ
り
当
該
利
用
者
に
対
し
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
又

は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
一
条
第
六

項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
預

金
等
媒
介
業
務
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
媒
介
業
務
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用

環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載

し
た
書
面
（
第
五
号
及
び
次
項
並
び
に
第
十
条
の
三
十
第
二
号
ハ
に
お

い
て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
組
合
を
所
属
組
合
と

す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
法
第
九
十
二
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定

に
よ
り
当
該
利
用
者
に
対
し
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
二
第
三
号
ニ
⑴
に

規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す

る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
預
金
等
媒
介
業

務
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第

十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
媒
介
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
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て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
り
当
該
利
用
者
に
対
し
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
（
令
和
三
年
内
閣
府
令
第
三
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
第

十
条
の
二
十
五
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
を

併
せ
て
提
供
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

四

当
該
利
用
者
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
（
当
該
利
用
者
か
ら
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ

た
場
合
を
除
く
。
）

イ

当
該
利
用
者
に
対
し
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
利

用
者
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
（
第
十
条
の
二
十
六
第
十
七
号
及
び

第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
交
付

し
て
い
る
場
合

五

当
該
利
用
者
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
準

用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
の
知
識

、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら

し
て
当
該
利
用
者
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る

説
明
を
し
て
い
る
場
合
（
当
該
利
用
者
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
貯
金
等
書
面
、
第
三
号
ロ
に
規

定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
契
約
変
更
書
面
。

以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
利
用
者
の
閲
覧

に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
利
用
者
か
ら
契
約
締
結
前
交
付

書
面
の
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
当
該
利
用
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
に
と
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く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
利

用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
こ
と
（
次
に
掲
げ

る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
。

⑴

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
を
、
当
該
利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お

い
て
、
当
該
利
用
者
に
と
っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
前
条
第
三
項
か
ら

第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て

い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
十
条
の
八
第
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑵

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該

期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、
当
該
利
用
者
が
常
に
容

易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
利
用
者
に
対
し
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
に

掲
げ
る
事
項
（
第
十
条
の
二
十
五
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、

っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
第
十
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て

表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第

十
条
の
八
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場

合
を
除
く
。
）
。

ロ

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取

引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で

の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
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前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
の
変

更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
利
用
者
の
知
識
、
経
験
、
財
産

の
状
況
及
び
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
目
的
（
⑴

及
び
第
十
条
の
二
十
七
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
利
用
者
属
性
」
と

い
う
。
）
に
照
ら
し
て
当
該
利
用
者
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方

法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑴

利
用
者
属
性
に
照
ら
し
て
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
及
び
イ
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
利
用
者
が
準
用
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
内
容

を
理
解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合

⑵

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
十
条
の
二
十
五
第
十
一
号
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
当
該
利
用

者
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合

［
項
を
削
る
。
］

［
項
を
削
る
。
］

が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

で
の
間
）
、
当
該
利
用
者
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
六
条
の
規
定

並
び
に
第
十
条
の
八
及
び
第
十
条
の
九
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
外
貨
貯
金
等
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契
約
変

更
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
貯
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
利
用
者

か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
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２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提

供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
情

報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の

締
結
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同

一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
（
外
貨
貯
金
等
（
第
十
条
の
二
十
六
に
規
定

す
る
外
貨
貯
金
等
を
い
う
。
）
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書

面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締

結
の
日
又
は
当
該
提
供
の
日
に
お
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ

き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
第
一
号
の

規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
第
四
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
当
該
書
面
の
交
付
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
の
み
で
当
該
利
用
者
が
こ
れ
ら
の
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を

適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を

要
し
な
い
旨
の
当
該
利
用
者
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
こ
れ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
貯
金
等
書
面
を

交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

第
十
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
こ
れ
ら
の
事

項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
利
用
者
の
質

問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。
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ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
利
用

者
の
質
問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
の
利
用
者
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す

る
質
問
例

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情

報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

三

利
用
者
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
旨

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
貯

金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
利
用
者
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概

要
及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き

旨
三

利
用
者
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る

旨

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項

）
第
十
条
の
二
十
四

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号

の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る

名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
利
用
者
が
支
払
う

べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の

計
算
方
法
（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は

そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
項

に
係
る
情
報
の
提
供
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
る
利
用
者

が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
十
条
の
二
十
五

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号

の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る

名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
利
用
者
が
支
払
う

べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の

計
算
方
法
（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は

そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
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及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
条
の
二
十
五

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号

の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
提
供
さ
れ
る

情
報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

［
二
～
十
九

略
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
条
の
二
十
六

［
同
上
］

一

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

［
二
～
十
九

同
上
］

（
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面

の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
十
条
の
二
十
六

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
第
十
条
の

四
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
外
貨
貯
金
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
で

あ
る
場
合
（
当
該
利
用
者
か
ら
前
条
各
号
（
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七

号
及
び
第
十
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し

な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第

十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
条
を
加
え
る
。
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
要
し
な
い
事
項
等
）
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第
十
条
の
二
十
七

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
条
の
二
十
五
第
十
一
号
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

利
用
者
属
性
に
照
ら
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
利
用
者
が
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し

た
場
合

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に

つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
当
該
利
用
者
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場

合

［
条
を
加
え
る
。
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
）

第
十
条
の
二
十
八

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ

る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
利
用
者
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情

報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
方
法
）
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
書
面
の
交
付

イ

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

［
条
を
加
え
る
。
］
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し
た
書
面
（
第
十
条
の
三
十
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と

い
う
。
）

ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の

が
あ
る
と
き

当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

２

第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
組
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
条
の
二
十
九

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
条
の
二
十
七

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
準
用
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
（
第
一

項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
五
第
一
項
第
四
号

に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
一

同
上
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場

合
）

第
十
条
の
三
十

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用
金
融
商

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

場
合
）

第
十
条
の
二
十
八

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
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品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利

用
者
に
対
し
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
第
十
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交

付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（

第
十
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
者
か
ら
契
約

締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利
用
者
に
対
し
当
該
特

定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
第
十
条
の
二

十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ

り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提

供
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更

に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と

き
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
と
す
る
。

一

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利

用
者
に
対
し
外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
利
用
者
か

ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ

た
場
合
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利
用
者
に
対
し
当
該
特

定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時

交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内

容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い

な
い
場
合
を
含
む
。
）

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
と
き
。

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。
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［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
組
合
を
所
属
組
合
と

す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
法
第
九
十
二
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
本
文
の
規
定
に
よ
り

当
該
利
用
者
に
対
し
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
又

は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）

が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四

本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
利
用
者
に
対
し
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に

関
す
る
内
閣
府
令
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同

項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合

［
項
を
削
る
。
］

２

第
十
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報

の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
組
合
を
所
属
組
合
と

す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
法
第
九
十
二
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定

に
よ
り
当
該
利
用
者
に
対
し
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
四
第
一
項
に
規

定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の

規
定
に
よ
り
当
該
利
用
者
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い

る
場
合

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
六
条
の
規
定

並
び
に
第
十
条
の
八
及
び
第
十
条
の
九
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
ロ
の
規
定

に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
貯
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
利
用
者

か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
貯
金
等
書
面
を
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特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
と
き
（
当
該
利
用
者
か
ら
契
約
締
結
時

交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思

の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
同
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係

る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用

す
る
。

３

第
十
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書

面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
い

場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て

当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
十
条
の
三
十
一

［
略
］

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
十
条
の
二
十
九

［
同
上
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
十
条
の
三
十
二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
の
主
務
省
令

で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

［
略
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
十
条
の
三
十

［
同
上
］

一

［
同
上
］
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［
号
を
削
る
。
］

二
～
四

［
略
］

二

次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
（
特
定
投

資
家
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
投
資
家
以
外
の
利
用
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条

の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定

投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
対
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
書

面
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

で
あ
っ
て
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に

係
る
も
の
）
に
つ
い
て
利
用
者
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定

貯
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
利
用
者
に
理
解
さ
れ
る

た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
貯

金
等
契
約
を
締
結
す
る
行
為

イ

契
約
締
結
前
交
付
書
面

ロ

外
貨
貯
金
等
書
面

ハ

契
約
変
更
書
面

三
～
五

［
同
上
］

（
特
定
投
資
家
を
相
手
方
と
す
る
場
合
に
お
け
る
行
為
規
制
の
適
用
除
外
の

例
外
）

第
十
条
の
三
十
三

［
略
］

（
特
定
投
資
家
を
相
手
方
と
す
る
場
合
に
お
け
る
行
為
規
制
の
適
用
除
外
の

例
外
）

第
十
条
の
三
十
一

［
同
上
］
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（
貯
金
者
等
へ
の
情
報
の
提
供
）

第
十
一
条

［
略
］

２

組
合
は
、
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
次
項
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貯
金
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
商
品
情
報
を
電

磁
的
方
法
（
法
第
十
一
条
の
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う

。
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の

八
第
三
項
、
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十

一
の
十
三
の
二
第
一
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
は
、
当
該
書
面
を
交
付

し
た
も
の
と
み
な
す
。

［
３
～
５

略
］

（
貯
金
者
等
へ
の
情
報
の
提
供
）

第
十
一
条

［
同
上
］

２

組
合
は
、
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
次
項
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貯
金
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
商
品
情
報
を
電

磁
的
方
法
（
法
第
十
一
条
の
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
組
合
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

［
３
～
５

同
上
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の

類
似
行
為
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い

て
送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

三

次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の

類
似
行
為
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
二

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
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そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
～
ハ

略
］

ニ

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
提
供

さ
れ
る
情
報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

⑴

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書

面
（
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
か
ら
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
九

（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十

一
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
七
に
お
い
て
「
契
約
締
結
前
交

付
書
面
」
と
い
う
。
）

⑵

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
貯

金
等
書
面

⑶

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約

変
更
書
面

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
顧
客

か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
方
法
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
の
書
面
の
交
付

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
事
項
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト

以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

25



イ

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及

び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の

条
、
次
条
、
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十

一
の
十
五
に
お
い
て
「
契
約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場

合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契

約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第

二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が

あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
第
五
十
七
条
の
三

十
一
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
る
提
供

２

前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行

お
う
と
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か

を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し

、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
書
面
、
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
第

五
十
七
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を

得
る
こ
と
。

イ

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
特

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン

ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、

か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十

一
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

３

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
五
十
七

条
の
三
十
一
の
十
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の

を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き

さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に
平
易

に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
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定
信
用
代
理
業
者
が
使
用
す
る
も
の

ロ

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

二

あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
知

す
る
こ
と
。

イ

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

当
該
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
に
対
し
、
当
該
顧
客
が
前
項
第
一
号

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨

３

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三

第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
日
本
産

業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び

数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に

平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
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、
か
つ
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十

一
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

［
条
を
削
る
。
］

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
八

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
八

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
九

［
同
上
］

一

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七

号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
に
規

定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
、
第

五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
五
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
七
第
二
号
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一

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等

契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報

の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合

二

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

三

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
所
属
組
合
が
法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

ロ
に
お
い
て
「
外
貨
貯
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合

（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思

の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交

付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容

の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
）

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に

お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し

た
書
面
（
第
五
号
及
び
次
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
七
第

二
号
ハ
に
お
い
て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る

と
き
。

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
所
属
組
合
が
法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
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金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧

客
に
対
し
第
十
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規

定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合

四

当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場

合
を
除
く
。
）

イ

当
該
顧
客
に
対
し
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く

。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
同
号
ロ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
顧
客

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧

客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

五

当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
顧
客
の
知
識
、
経

験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て

当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を

し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
外
貨
貯
金

等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
あ

っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
貯
金
等
書
面
、
第
三
号
ロ
に
規

定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
契
約
変
更
書
面
。

以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
顧
客
の
閲
覧
に

供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面

の
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
当
該
顧
客
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
っ
て

見
や
す
い
箇
所
に
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
に
規
定
す
る
方
法
に
準

じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法

が
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
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の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
こ
と
（
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
。

⑴

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い

て
、
当
該
顧
客
に
と
っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
前
条
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る

こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
次
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑵

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該

期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易

に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
顧
客
に
対
し
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
に
掲

げ
る
事
項
（
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

を
除
き
、
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同

号
ロ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験

、
財
産
の
状
況
及
び
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
目

合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ロ

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取

引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で

の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間

が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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的
（
⑴
及
び
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

「
顧
客
属
性
」
と
い
う
。
）
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た

め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
（
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑴

顧
客
属
性
に
照
ら
し
て
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
及
び
イ
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
内
容
を
理

解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合

⑵

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一
第

十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨

の
当
該
顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合

［
項
を
削
る
。
］

［
項
を
削
る
。
］

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

２

第
十
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
外
貨

貯
金
等
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契
約
変
更
書
面
の

交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
貯
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
貯
金
等
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
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に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提

供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
情

報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の

締
結
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同

一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
（
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約

締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
場
合

に
は
、
当
該
締
結
の
日
又
は
当
該
提
供
の
日
に
お
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金

等
契
約
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書

面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、

前
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

３ 

第
一
項
第
四
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
当
該
書
面
の
交
付
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
こ
れ
ら
の
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を
適

切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
要

し
な
い
旨
の
当
該
顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
こ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質

問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

一 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る

お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

      

５ 

第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を

し
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基

づ
く
顧
客
の
質
問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

   
一 
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
貯
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質
問
例

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情

報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

三

顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る

同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
旨

金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要

及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き

旨
三

顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
旨

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
九

前
二
条
の
「
電
磁
的
方
法
」
と
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
を
い
う
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
（
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
と
の
契

約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、

こ
れ
を
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事

項
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧

客
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
用
に
供
す
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契
約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（

専
ら
顧
客
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

［
条
を
加
え
る
。
］
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接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
記
載
事
項
を
送
信
し
、
顧
客
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法

ロ

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧

客
の
閲
覧
に
供
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
当
該
顧
客
の
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ハ

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

ニ

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲

覧
に
供
す
る
た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ

と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧
客
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
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を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧
客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を

確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
書
面
、
特
定
信
用
事
業

代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

す
る
方
法
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
に
限
る
。
）
を

得
て
同
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の

指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項

四

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
顧
客
フ
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ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
イ
の
規

定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

記
録
し
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の

提
供
を
受
け
た
顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又

は
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他

い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が

支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ

れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若

し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関

す
る
事
項
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他

い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が

支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ

れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若

し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
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そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

由
と
す
る
。

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
提
供
さ
れ
る

情
報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

［
二
～
十
九

略
］

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
一

［
同
上
］

一

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

［
二
～
十
九

同
上
］

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
外
貨
貯
金
等
に
係
る

契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
二

そ
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
特
定
貯

金
等
契
約
が
外
貨
貯
金
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
前
条

各
号
（
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
を
除
く
。
）
に
掲

げ
る
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場

合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
条
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項

（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
と

の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置

き
、
こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
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「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
用
に

供
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
利
用
者
等
（
利
用
者
又
は
利
用
者
と
の
契
約
に
よ
り
利

用
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
利
用
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に

備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を

送
信
し
、
利
用
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
利
用

者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供

を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録

す
る
方
法
）

ロ

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利

用
者
の
閲
覧
に
供
し
、
利
用
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
当
該
利
用
者
の
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す

る
方
法
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）
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ハ

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

ニ

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
同
時
に
複
数
の
利
用
者
の

閲
覧
に
供
す
る
た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

利
用
者
が
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す

る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
利
用
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る

方
法
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲

覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
利
用
者
に
対
し
通
知
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
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、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
利
用
者
の
承
諾
（
令
第
四
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若

し
く
は
ロ
若
し
く
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合

又
は
利
用
者
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は

、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項

四

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

利
用
者
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
利
用

者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
イ
の
規

定
に
よ
り
利
用
者
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

を
記
録
し
た
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲

覧
の
提
供
を
受
け
た
利
用
者
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と

に
つ
い
て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
特
定
信
用
事
業
代
理
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業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
利
用
者

等
又
は
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。 

 

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説

明
を
要
し
な
い
事
項
等
） 

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の

十
一
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

２ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

 

一 

顧
客
属
性
に
照
ら
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場

合 

二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に

つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
当
該
顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合 

 

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
） 

 

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三 

令
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す

べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が

用
い
る
も
の 

二 

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式 

 

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
） 

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二 

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に

お
け
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提

  

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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供
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
顧
客
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
方
法

）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
書
面
の
交
付

イ

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
（
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
五
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時

交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の

が
あ
る
と
き

当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
第
五
十
七
条
の
三

十
一
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
提
供

２

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報

の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
特
定
信
用

事
業
代
理
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
四

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
四

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成

す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
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る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

次
条
（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」

と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
一

同
上
］

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
五

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締

結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る

場
合
（
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
二
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の

提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
第
五
十
七
条
の

三
十
一
の
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付

書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
前

号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
同
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に

係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
五

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場

合
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交

付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容

の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
）
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三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更

に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と

き
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
所
属
組
合
が
法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対

し
第
十
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る

情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合

［
項
を
削
る
。
］

２

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
二
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
七
条
の
三
十

一
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
と
き
。

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
所
属
組
合
が
法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧

客
に
対
し
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

２

第
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
貯
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
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に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
と
き
（
当
該
顧

客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を

要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結

の
日
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記

載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
第

一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日

（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
当
該
情
報
の

提
供
を
行
わ
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約

と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締

結
の
日
に
お
い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
事
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
七

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号

の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

［
略
］

［
号
を
削
る
。
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
事
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
七

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
（
特
定
投
資

家
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
準
用
金
融
商
品
取
引
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二
～
四

［
略
］

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
二
十
四

令
第
四
十
九
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

五

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
令
第
四
十
九
条

第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏

法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資

家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
対
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
書
面
を

交
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ

っ
て
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

も
の
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
貯
金
等

契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必

要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
貯
金
等
契
約

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
行
為

イ

契
約
締
結
前
交
付
書
面

ロ

外
貨
貯
金
等
書
面

ハ

契
約
変
更
書
面

三
～
五

［
同
上
］

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
二
十
四

令
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
の
主
務
省
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
四

同
上
］

五

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
令
第
四
十
九
条

の
二
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書

類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
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名
を
証
す
る
書
面

六

［
略
］

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

六

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

蔵　

省　
　
　
　

第
二
条　

漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年　
　
　
　
　

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
林
水
産
省

正
す
る
。

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
契
約
の
種
類
）

第
七
条
の
六

法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商

品
取
引
法
（
第
七
条
の
八
か
ら
第
七
条
の
三
十
四
ま
で
に
お
い
て
「
準
用
金

融
商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
特
定
貯
金
等
契
約
（
法
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
契
約

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
契
約
の
種
類
）

第
七
条
の
六

法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商

品
取
引
法
（
第
七
条
の
八
か
ら
第
七
条
の
三
十
一
ま
で
に
お
い
て
「
準
用
金

融
商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
特
定
貯
金
等
契
約
（
法
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
契
約

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
七
条
の
九

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
四
条

の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

組
合
又
は
連
合
会
（
当
該
組
合
又
は
連
合
会
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ

イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
書
面
に

記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。

）
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う

。
）
又
は
当
該
組
合
若
し
く
は
連
合
会
の
用
に
供
す
る
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
利
用
者

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
七
条
の
九

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
の

四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
同
上
］

イ

組
合
又
は
連
合
会
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四

項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
組
合
又
は
連
合
会
と
の
契
約
に
よ
り

フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
当

該
事
項
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と

い
う
。
）
又
は
当
該
組
合
若
し
く
は
連
合
会
の
用
に
供
す
る
者
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
利
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等
（
利
用
者
又
は
利
用
者
と
の
契
約
に
よ
り
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら

利
用
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接

続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
記
載
事
項
を
送
信
し
、
利
用
者
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す

る
方
法
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
組
合
又

は
連
合
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ

の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

［
ロ
～
ニ

略
］

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体

を
い
う
。
第
七
条
の
十
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の

九
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に

記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

三

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す

用
者
等
（
利
用
者
又
は
利
用
者
と
の
契
約
に
よ
り
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
（

専
ら
利
用
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
、
利
用
者

等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承

諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定

す
る
事
項
を
提
供
す
る
組
合
又
は
連
合
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

［
ロ
～
ニ

同
上
］

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体

を
い
う
。
第
七
条
の
十
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の

十
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

三

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
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る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
利
用
者
の
承
諾
（
書
面
、
組
合
若
し
く

は
連
合
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

す
る
方
法
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
に
限
る
。
）
を

得
て
同
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は
利
用
者
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去

の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
イ
・
ロ

略
］

四

［
略
］

３

［
略
］

る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
利
用
者
の
承
諾
（
令
第
九
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若

し
く
は
ロ
若
し
く
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合

又
は
利
用
者
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は

、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
イ
・
ロ

同
上
］

四

［
同
上
］

３

［
同
上
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の
類
似
行
為

）
第
七
条
の
十
八

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
の
主
務
省
令
で
定

め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一

般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提

供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
第
五
十
条
の
三
十
一
の

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、

電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の
類
似
行
為

）
第
七
条
の
十
八

［
同
上
］
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成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を

い
う
。
第
五
十
条
の
三
十
一
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
す
る
方
法
、

ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の

提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

三

次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
～
ハ

略
］

ニ

第
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情

報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

⑴

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書

面
（
第
七
条
の
二
十
三
か
ら
第
七
条
の
二
十
五
（
第
一
項
第
四
号
を

除
く
。
）
ま
で
、
第
七
条
の
二
十
七
、
第
七
条
の
三
十
の
二
及
び
第

五
十
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
契
約
締
結
前
交

付
書
面
」
と
い
う
。
）

⑵

第
七
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
貯
金
等
書
面

⑶

第
七
条
の
二
十
五
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面
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（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
に
表
示
す

る
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
七
条
の
二
十

令
第
九
条
の
四
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手

数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯

金
等
契
約
に
関
し
て
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
対
価
（
第
七
条
の
二
十
二
、
第

七
条
の
二
十
五
及
び
第
七
条
の
三
十
第
九
号
に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と
い

う
。
）
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方

法
（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は

そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理

由
と
す
る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
に
表
示
す

る
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
七
条
の
二
十

令
第
九
条
の
四
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手

数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯

金
等
契
約
に
関
し
て
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
対
価
（
第
七
条
の
二
十
二
、
第

七
条
の
二
十
六
及
び
第
七
条
の
二
十
八
第
九
号
に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と

い
う
。
）
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算

方
法
（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く

は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の

理
由
と
す
る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
）

第
七
条
の
二
十
三

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
利
用
者
か
ら
第

一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
方
法
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
の
書
面
の
交
付

イ

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及

び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の

条
、
次
条
、
第
七
条
の
二
十
六
及
び
第
七
条
の
三
十
一
に
お
い
て
「
契

約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
七
条
の
二
十
三

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
を
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ

く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｚ
八
三
〇
五
に

規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か

つ
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン

ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、
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ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
き

に
お
け
る
当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
第
七
条
の
九
第
一

項
に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
七
条
の
二
十
九
第
一

項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
提
供

２

前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行

お
う
と
す
る
組
合
又
は
連
合
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た

す
も
の
と
す
る
。

一

あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
第
七
条
の
十
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
示
し
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
書
面
、
当
該
組
合
若
し
く
は

連
合
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す

る
方
法
又
は
第
七
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を

得
る
こ
と
。

二

あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告

知
す
る
こ
と
。

イ

第
七
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ

当
該
組
合
又
は
連
合
会
に
対
し
、
当
該
利
用
者
が
前
項
第
一
号
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

３

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三

第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
産
業
標

か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
七
条
の
二
十
七
第
十
一
号
に
掲
げ

る
事
項

二

第
七
条
の
二
十
七
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

３

組
合
又
は
連
合
会
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
七
条
の
二
十
七

第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
利
用
者

の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
産
業
規

格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数

字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に
平
易
に
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。
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準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格

（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に

平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
利
用
者
の
判
断
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し

、
か
つ
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
七
条
の
二
十
六
第
十
一
号
に
掲
げ

る
事
項

二

第
七
条
の
二
十
六
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

［
条
を
削
る
。
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
七
条
の
二
十
四

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
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に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場

合
）

第
七
条
の
二
十
四

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し

書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

一

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利
用
者
に
対
し
準
用
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金

等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情

報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

場
合
）

第
七
条
の
二
十
五

［
同
上
］

一

第
七
条
の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
外
貨
貯
金
等
」
と
い
う
。

）
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利
用
者
に
対
し

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に

第
七
条
の
二
十
七
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲

げ
る
事
項
を
、
第
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
、
第
七
条
の
二
十
九
及
び
第
七
条
の
三

十
の
二
第
二
号
ロ
に
お
い
て
「
外
貨
貯
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付

し
て
い
る
場
合
（
当
該
利
用
者
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要

し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利
用
者
に
対
し
当
該
特

定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前

交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内

容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い

な
い
場
合
を
含
む
。
）
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二

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を

除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

三

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
組
合
等
（
令
第
九
条

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
組
合
等
を
い
う
。
第
七
条
の
三
十
一
第
一
項

第
四
号
及
び
第
二
十
五
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
属
組
合
（
法
第

百
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
所
属
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該

利
用
者
に
対
し
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る

金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
預
金
等
媒
介
業
務

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載

し
た
書
面
（
第
五
号
及
び
次
項
並
び
に
第
七
条
の
三
十
の
二
第
二
号
ハ

に
お
い
て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
組
合
等
（
令
第
九
条

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
組
合
等
を
い
う
。
第
七
条
の
二
十
九
第
一
項

第
四
号
及
び
第
二
十
五
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
属
組
合
（
法
第

百
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
所
属
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該

利
用
者
に
対
し
第
五
十
条
の
三
十
一
の
二
第
三
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
契
約

締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
預
金
等
媒
介
業
務
（
金
融
サ
ー
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（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十

一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
媒
介
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
利
用

者
に
対
し
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
三
年

内
閣
府
令
第
三
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る

同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
第
七
条
の
二
十
六

第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
を
併
せ
て
提
供
し

て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

四

当
該
利
用
者
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
（
当
該
利
用
者
か
ら
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ

た
場
合
を
除
く
。
）

ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項

に
規
定
す
る
預
金
等
媒
介
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
限

る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
利
用
者
に
対
し
同

項
に
規
定
す
る
書
面
（
第
七
条
の
二
十
七
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲

げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合

五

当
該
利
用
者
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
準

用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
の
知
識

、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら

し
て
当
該
利
用
者
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る

説
明
を
し
て
い
る
場
合
（
当
該
利
用
者
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
貯
金
等
書
面
、
第
三
号
ロ
に
規

定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
契
約
変
更
書
面
。

以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
利
用
者
の
閲
覧

に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
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イ

当
該
利
用
者
に
対
し
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
利

用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
こ
と
（
次
に
掲
げ

る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
。

⑴

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
を
、
当
該
利
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お

い
て
、
当
該
利
用
者
に
と
っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
前
条
第
三
項
か
ら

第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て

い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
七
条
の
九
第
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑵

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該

期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、
当
該
利
用
者
が
常
に
容

易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と

件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
利
用
者
か
ら
契
約
締
結
前
交
付

書
面
の
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
当
該
利
用
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
に
と

っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
第
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て

表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第

七
条
の
九
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場

合
を
除
く
。
）
。
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ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
利
用
者
に
対
し
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
に

掲
げ
る
事
項
（
第
七
条
の
二
十
六
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、

前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
の
変

更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
利
用
者
の
知
識
、
経
験
、
財
産

の
状
況
及
び
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
目
的
（
⑴

及
び
第
七
条
の
二
十
八
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
利
用
者
属
性
」
と

い
う
。
）
に
照
ら
し
て
当
該
利
用
者
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方

法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑴

利
用
者
属
性
に
照
ら
し
て
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
及
び
イ
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
利
用
者
が
準
用
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
内
容

を
理
解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合

⑵

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
七
条
の
二
十
六
第
十
一
号
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
当
該
利
用

者
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合

［
項
を
削
る
。
］

ロ

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取

引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で

の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間

が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

で
の
間
）
、
当
該
利
用
者
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
九
条
の
二
の

規
定
並
び
に
第
七
条
の
九
及
び
第
七
条
の
十
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
外
貨
貯
金
等
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契

約
変
更
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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［
項
を
削
る
。
］

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提

供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
情

報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の

締
結
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同

一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
（
外
貨
貯
金
等
（
第
七
条
の
二
十
七
に
規
定

す
る
外
貨
貯
金
等
を
い
う
。
）
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書

面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締

結
の
日
又
は
当
該
提
供
の
日
に
お
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ

き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
第
一
号
の

規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
第
四
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

３

外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
貯
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
利
用
者

か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
貯
金
等
書
面
を

交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
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電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
当
該
書
面
の
交
付
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
の
み
で
当
該
利
用
者
が
こ
れ
ら
の
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を

適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を

要
し
な
い
旨
の
当
該
利
用
者
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
こ
れ

ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
利
用

者
の
質
問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
の
利
用
者
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す

る
質
問
例

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情

報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

三

利
用
者
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
旨

第
七
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
こ
れ
ら
の
事

項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
利
用
者
の
質

問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
貯

金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
利
用
者
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概

要
及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き

旨
三

利
用
者
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る

旨

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項

）
第
七
条
の
二
十
五

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号

の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る

名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
利
用
者
が
支
払
う

べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
る
利
用
者

が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
七
条
の
二
十
六

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号

の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る

名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
利
用
者
が
支
払
う

べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
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計
算
方
法
（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は

そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
項

に
係
る
情
報
の
提
供
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

計
算
方
法
（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は

そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す

る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
七
条
の
二
十
六

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号

の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
提
供
さ
れ
る

情
報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

［
二
～
十
九

略
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
七
条
の
二
十
七

［
同
上
］

一

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

［
二
～
十
九

同
上
］

（
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面

の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
七
条
の
二
十
七

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
第
七
条
の

五
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
外
貨
貯
金
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
で

あ
る
場
合
（
当
該
利
用
者
か
ら
前
条
各
号
（
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七

号
及
び
第
十
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し

な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第

［
条
を
加
え
る
。
］

64



十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
要
し
な
い
事
項
等
）

第
七
条
の
二
十
八

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
七
条
の
二
十
六
第
十
一
号
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

利
用
者
属
性
に
照
ら
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
利
用
者
が
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し

た
場
合

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に

つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
当
該
利
用
者
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場

合

［
条
を
加
え
る
。
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
）

第
七
条
の
二
十
九

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ

る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
利
用
者
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情

報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
方
法
）
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

［
条
を
加
え
る
。
］
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一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
書
面
の
交
付

イ

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
（
第
七
条
の
三
十
一
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」

と
い
う
。
）

ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の

が
あ
る
と
き

当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

２

第
七
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
組
合
又
は
連
合
会
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
七
条
の
三
十

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
七
条
の
二
十
八

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
準
用
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
（
第
一

項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
五
第
一
項
第
四
号
に

お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
一

同
上
］
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（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場

合
）

第
七
条
の
三
十
一

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利

用
者
に
対
し
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
第
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交

付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（

第
七
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
者
か
ら
契
約

締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利
用
者
に
対
し
当
該
特

定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
第
七
条
の
二

十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ

り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提

供
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更

に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取

（
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

場
合
）

第
七
条
の
二
十
九

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
と
す
る
。

一

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利

用
者
に
対
し
外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
利
用
者
か

ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ

た
場
合
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
利
用
者
に
対
し
当
該
特

定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時

交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内

容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い

な
い
場
合
を
含
む
。
）

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
と
き
。
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引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と

き
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
組
合
等
を
所
属
組
合

と
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該

利
用
者
に
対
し
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
又
は
金
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
本
文
の

規
定
に
よ
り
当
該
利
用
者
に
対
し
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す
る

内
閣
府
令
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規

定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合

［
項
を
削
る
。
］

２

第
七
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
組
合
等
を
所
属
組
合

と
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
当
該
利
用
者
に
対
し
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る

契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
り
当
該
利
用
者
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
九
条
の
二
の

規
定
並
び
に
第
七
条
の
九
及
び
第
七
条
の
十
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
ロ
の

規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
貯
金
等
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第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報

の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
と
き
（
当
該
利
用
者
か
ら
契
約
締
結
時

交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思

の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
同
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係

る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用

す
る
。

３

第
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書

面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
い

場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て

当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
利
用
者

か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
貯
金
等
書
面
を

交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
七
条
の
三
十
二

［
略
］

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
七
条
の
三
十

［
同
上
］

69



（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
七
条
の
三
十
三

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
の
主
務
省
令

で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

［
略
］

［
号
を
削
る
。
］

二
～
四

［
略
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
事
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
七
条
の
三
十
の
二

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
（
特
定
投

資
家
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
投
資
家
以
外
の
利
用
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条

の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定

投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
対
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
書

面
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

で
あ
っ
て
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に

係
る
も
の
）
に
つ
い
て
利
用
者
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定

貯
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
利
用
者
に
理
解
さ
れ
る

た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
貯

金
等
契
約
を
締
結
す
る
行
為

イ

契
約
締
結
前
交
付
書
面

ロ

外
貨
貯
金
等
書
面

ハ

契
約
変
更
書
面

三
～
五

［
同
上
］

70



（
特
定
投
資
家
を
相
手
方
と
す
る
場
合
に
お
け
る
行
為
規
制
の
適
用
除
外
の

例
外
）

第
七
条
の
三
十
四

［
略
］

（
特
定
投
資
家
を
相
手
方
と
す
る
場
合
に
お
け
る
行
為
規
制
の
適
用
除
外
の

例
外
）

第
七
条
の
三
十
一

［
同
上
］

（
貯
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
八
条

［
略
］

２

組
合
又
は
連
合
会
は
、
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え

て
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貯
金
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
商

品
情
報
を
電
磁
的
方
法
（
法
第
十
一
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方

法
を
い
う
。
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
条
の
三
十

一
の
八
第
三
項
、
第
五
十
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
及
び
第
五
十
条
の
三
十

一
の
十
三
の
二
第
一
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
又
は
連
合
会
は
、
当
該

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

［
３
～
５

略
］

（
貯
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
八
条

［
同
上
］

２

組
合
又
は
連
合
会
は
、
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え

て
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貯
金
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
商

品
情
報
を
電
磁
的
方
法
（
法
第
十
一
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方

法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
組
合
又
は
連
合
会
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み

な
す
。

［
３
～
５

同
上
］

（
信
用
事
業
等
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

第
十
三
条
の
三

法
第
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
一
号
の
苦
情
処
理
措
置
と
し

て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

四

法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
そ
の
紛
争
解
決
等
業
務

の
種
別
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
等
業
務
の
種
別
を
い
う
。

）
が
同
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
共
済
事
業
等
で
あ
る
も
の
に
限
る

（
信
用
事
業
等
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

第
十
三
条
の
三

［
同
上
］

［
一
～
三

同
上
］

四

法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
そ
の
紛
争
解
決
等
業
務

の
種
別
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
等
業
務
の
種
別
を
い
う
。

）
が
同
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
共
済
事
業
等
で
あ
る
も
の
に
限
る
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。
次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
令
第
二
十
四
条
の
十
二
各
号
に

掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
信

用
事
業
等
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

五

［
略
］

２

法
第
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
二
号
の
紛
争
解
決
措
置
と
し
て
主
務
省
令

で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

四

法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
令
第
二
十
四
条
の
十

二
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
紛
争
の
解
決
を
図
る
手

続
に
よ
り
信
用
事
業
等
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

五

［
略
］

３

前
二
項
（
第
一
項
第
五
号
及
び
前
項
第
五
号
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
組
合
又
は
連
合
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人

が
実
施
す
る
手
続
に
よ
り
信
用
事
業
等
関
連
苦
情
の
処
理
又
は
信
用
事
業
等

関
連
紛
争
の
解
決
を
図
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

二

法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
八

十
四
第
一
項
若
し
く
は
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

険
業
法
第
三
百
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年

を
経
過
し
な
い
法
人
又
は
令
第
二
十
四
条
の
十
二
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を

取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人

三

そ
の
業
務
を
行
う
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

。
次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
令
第
二
十
四
条
の
七
各
号
に
掲

げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
信
用

事
業
等
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

五

［
同
上
］

２

［
同
上
］

［
一
～
三

同
上
］

四

法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
令
第
二
十
四
条
の
七

各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
紛
争
の
解
決
を
図
る
手
続

に
よ
り
信
用
事
業
等
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

五

［
同
上
］

３

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
八

十
四
第
一
項
若
し
く
は
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

険
業
法
第
三
百
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年

を
経
過
し
な
い
法
人
又
は
令
第
二
十
四
条
の
七
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
取

り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人

三

［
同
上
］
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行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
法
人

イ

［
略
］

ロ

法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

八
十
四
第
一
項
若
し
く
は
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
保
険
業
法
第
三
百
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、

そ
の
取
消
し
の
日
前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ

の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
又
は
令
第
二
十
四
条
の
十

二
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
取
消

し
の
日
前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し

の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

イ

［
同
上
］

ロ

法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

八
十
四
第
一
項
若
し
く
は
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
保
険
業
法
第
三
百
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、

そ
の
取
消
し
の
日
前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ

の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
又
は
令
第
二
十
四
条
の
七

各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し

の
日
前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
届
出
等
）

第
五
十
条
の
三
十
一

［
略
］

［
２
・
３

略
］

４

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者

又
は
そ
の
従
業
者
（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
役
員
又
は
職
員
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た

こ
と
を
い
う
。

［
一
・
二

略
］

三

準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
又
は
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
（
次
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
十
一
の

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
届
出
等
）

第
五
十
条
の
三
十
一

［
同
上
］

［
２
・
３

同
上
］

４

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

三

準
用
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
又
は
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
（
次
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
十
一
の
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十
七
ま
で
に
お
い
て
「
準
用
金
融
商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八

条
各
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

［
四
・
五

略
］

５

［
略
］

十
二
ま
で
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
四
か
ら
第
五
十
条
の
三
十
一
の

十
七
ま
で
に
お
い
て
「
準
用
金
融
商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八

条
各
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

［
四
・
五

同
上
］

５

［
同
上
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の

類
似
行
為
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
の
主
務

省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て

送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ

り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

三

次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
～
ハ

略
］

ニ

第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ

れ
る
情
報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の

類
似
行
為
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
二

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨
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［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

⑴

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書

面
（
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
か
ら
第
五
十
条
の
三
十
一
の
九
（
第

一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
及
び

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
七
に
お
い
て
「
契
約
締
結
前
交
付
書
面
」

と
い
う
。
）

⑵

第
五
十
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
貯
金

等
書
面

⑶

第
五
十
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変

更
書
面

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
七

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
顧
客
か

ら
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
方
法
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
の
書
面
の
交
付

イ

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及

び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の

条
、
次
条
、
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の

十
五
に
お
い
て
「
契
約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
七

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に

掲
げ
る
事
項
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以

上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン

ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、

か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十
一
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合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契

約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第

二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が

あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面 

二 

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
第
五
十
条
の
三
十

一
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
よ
る
提
供 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行

お
う
と
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か

を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 

一 

あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し

、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
書
面
、
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
第

五
十
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得

る
こ
と
。 

イ 

第
五
十
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
特
定

信
用
事
業
代
理
業
者
が
使
用
す
る
も
の 

ロ 

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式 

二 

あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
知

す
る
こ
と
。 

イ 

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項 

ロ 

当
該
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
に
対
し
、
当
該
顧
客
が
前
項
第
一
号

号
に
掲
げ
る
事
項 

二 

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項 

３ 

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
五
十
条

の
三
十
一
の
十
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を

、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ

の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に
平
易
に

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 
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に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨

３

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三

第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
日
本
産

業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び

数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に

平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し

、
か
つ
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十
一

号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
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［
条
を
削
る
。
］

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
八

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
八

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

一

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等

契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
九

［
同
上
］

一

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
並
び
に
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号

及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
に
規
定
す

る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
、
第
五
十

条
の
三
十
一
の
十
五
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
七
第
二
号
ロ
に
お
い

て
「
外
貨
貯
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧

客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が

あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交

付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
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る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報

の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合 

二 
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

     三 

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
所
属
組
合
が
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該

顧
客
に
対
し
第
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に

規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合 

四 

当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場

の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
） 

三 

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に

お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。 

  

イ 

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。 

ロ 

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し

た
書
面
（
第
五
号
及
び
次
項
並
び
に
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
七
第
二

号
ハ
に
お
い
て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
と

き
。 

四 

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
所
属
組
合
が
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該

顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合 

 
五 
当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
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合
を
除
く
。
） 

           

イ 

当
該
顧
客
に
対
し
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く

。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
同
号
ロ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
顧
客

の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
こ
と
（
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
。 

⑴ 

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い

て
、
当
該
顧
客
に
と
っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
前
条
第
三
項
か
ら
第
五

同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
顧
客
の
知
識
、
経

験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て

当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を

し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
外
貨
貯
金

等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
あ

っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
貯
金
等
書
面
、
第
三
号
ロ
に
規

定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
契
約
変
更
書
面
。

以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
顧
客
の
閲
覧
に

供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面

の
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
） 

イ 

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
当
該
顧
客
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
っ
て

見
や
す
い
箇
所
に
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ

て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 
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項
ま
で
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る

こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
次
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑵

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該

期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易

に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
顧
客
に
対
し
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
に
掲

げ
る
事
項
（
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を

除
き
、
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号

ロ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、

財
産
の
状
況
及
び
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
目
的

（
⑴
及
び
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
顧

客
属
性
」
と
い
う
。
）
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に

必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
（
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑴

顧
客
属
性
に
照
ら
し
て
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
及
び
イ
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
準
用
金
融
商

ロ

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取

引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で

の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間

が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
内
容
を
理

解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合 

⑵ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一
第
十

一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の

当
該
顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合 

［
項
を
削
る
。
］ 

 

 

［
項
を
削
る
。
］ 

     

２ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提

供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
情

報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の

締
結
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同

一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
（
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約

      

２ 

第
七
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
外
貨

貯
金
等
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契
約
変
更
書
面
の

交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
貯
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
貯
金
等
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

４ 

契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 
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締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
場
合

に
は
、
当
該
締
結
の
日
又
は
当
該
提
供
の
日
に
お
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金

等
契
約
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書

面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、

前
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
第
四
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
当
該
書
面
の
交
付
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
こ
れ
ら
の
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を
適

切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
要

し
な
い
旨
の
当
該
顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
こ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質

問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る

質
問
例

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情

報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

三

顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る

５

第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
し

、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ

く
顧
客
の
質
問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
貯

金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要

及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き

旨
三

顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
旨
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同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
旨 

 
（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
） 

第
五
十
条
の
三
十
一
の
九 

前
二
条
の
「
電
磁
的
方
法
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
を
い
う
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
（
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
と
の
契

約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、

こ
れ
を
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事

項
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧

客
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
用
に
供
す
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契
約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（

専
ら
顧
客
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
記
載
事
項
を
送
信
し
、
顧
客
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法 

ロ 

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧

客
の
閲
覧
に
供
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

  

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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た
当
該
顧
客
の
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法 

ハ 

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法 

ニ 

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲

覧
に
供
す
る
た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ

と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧
客
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧
客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を

確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
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る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
書
面
、
特
定
信
用
事
業

代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

す
る
方
法
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
に
限
る
。
）
を

得
て
同
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の

指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項 

ロ 

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項 

四 

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
顧
客
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
イ
の
規

定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

記
録
し
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の

提
供
を
受
け
た
顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
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て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又

は
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。 

 

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
） 

 第
五
十
条
の
三
十
一
の
十 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い

か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支

払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ

ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し

く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。 

 

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関

す
る
事
項
） 

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い

か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
貯
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支

払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ

ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し

く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

と
す
る
。 

 

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一 

［
同
上
］ 
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一 

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
提
供
さ
れ
る

情
報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨 

［
二
～
十
九 

略
］ 

一 

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨 

 

［
二
～
十
九 

同
上
］ 

 

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
外
貨
貯
金
等
に
係
る

契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
） 

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
二 

そ
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
特
定
貯
金

等
契
約
が
外
貨
貯
金
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
前
条
各

号
（
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

る
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合

に
限
る
。
）
に
お
け
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第

七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
条
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。 

 

 

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
） 

 第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第

四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
と
の
契

約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、

こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利

用
者
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
用
に
供
す

る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
利
用
者
等
（
利
用
者
又
は
利
用
者
と
の
契
約
に
よ
り
利
用
者

フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
利
用
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え

置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
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子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ

き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信

し
、
利
用
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
利
用
者
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受

け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る

方
法
） 

ロ 

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利

用
者
の
閲
覧
に
供
し
、
利
用
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
当
該
利
用
者
の
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す

る
方
法
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
） 

ハ 

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法 

ニ 
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
同
時
に
複
数
の
利
用
者
の

閲
覧
に
供
す
る
た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
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下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

利
用
者
が
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す

る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
利
用
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る

方
法
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲

覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
利
用
者
に
対
し
通
知
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

三

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
利
用
者
の
承
諾
（
令
第
二
十
四
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号

イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
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場
合
又
は
利
用
者
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場

合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項

四

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

利
用
者
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
利
用

者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
イ
の
規

定
に
よ
り
利
用
者
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

を
記
録
し
た
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲

覧
の
提
供
を
受
け
た
利
用
者
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と

に
つ
い
て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
利
用
者
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
利
用
者

等
又
は
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説

（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）
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明
を
要
し
な
い
事
項
等
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
三

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二

項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
一

第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

顧
客
属
性
に
照
ら
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場

合
二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に

つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
当
該
顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
三

令
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示

す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が

用
い
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お

け
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
顧
客
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
る
当
該
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
方
法
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
書
面
の
交
付

イ

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

［
条
を
加
え
る
。
］
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し
た
書
面
（
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
五
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交

付
書
面
」
と
い
う
。
）

ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の

が
あ
る
と
き

当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
第
五
十
条
の
三
十

一
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
提
供

２

第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の

提
供
を
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
特
定
信
用
事

業
代
理
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
四

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
四

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次

条
（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と

い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
一

同
上
］

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合
）

（
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
貯
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）
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第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
五

特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結

前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場

合
（
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
二
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
顧

客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供

を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
第
五
十
条
の
三

十
一
の
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書

面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
前
号

の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
同
項
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係

る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更

に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と

き
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
五

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場

合
に
限
る
。
）

二

特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交

付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容

の
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
）

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
と
き
。

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契
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［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
所
属
組
合
が
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に

対
し
第
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す

る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合

［
項
を
削
る
。
］

２

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
二
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
条
の
三
十
一
の

七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き

事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報

の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
と
き
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し

な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
第
一
号

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四

一
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
信
用
事
業
代
理

業
者
の
所
属
組
合
が
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該

顧
客
に
対
し
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

２

第
七
条
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

外
貨
貯
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
貯
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
貯
金
等
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約

締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
当
該
情
報
の
提

供
を
行
わ
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ

の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を

含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と

同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結

の
日
に
お
い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第

二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
事
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
七

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
の

主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

［
略
］

［
号
を
削
る
。
］

（
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
事
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
七

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
（
特
定
投
資

家
（
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客

と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
法
第
十
一
条
の

十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投

資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
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二
～
四 

［
略
］ 

じ
。
）
に
対
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
書
面

を
交
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で

あ
っ
て
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
も
の
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
貯
金

等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に

必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
貯
金
等
契

約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
行
為 

イ 

契
約
締
結
前
交
付
書
面 

ロ 

外
貨
貯
金
等
書
面 

ハ 

契
約
変
更
書
面 

三
～
五 

［
同
上
］ 

 
 

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
五
十
条
の
三
十
一
の
二
十
四 

令
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
主
務
省
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

［
一
～
四 

略
］ 

五 

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
令
第
二
十
四
条

の
六
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書

類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面 

六 

［
略
］ 

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
五
十
条
の
三
十
一
の
二
十
四 

令
第
二
十
四
条
の
六
の
二
第
二
項
の
主
務
省

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

［
一
～
四 

同
上
］ 

五 

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
令
第
二
十
四
条

の
六
の
二
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ

る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面 

六 

［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

　

改
正
）

第
三
条　

農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

大　

蔵　

省

平
成
九
年　
　
　
　
　

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

農
林
水
産
省

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
銀
行
と
み
な
さ
れ
る
特
定
承
継
会
社
に
係
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
準
用
等

）
第
三
十
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
特
定

承
継
会
社
を
銀
行
と
み
な
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
特
定
承

継
会
社
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
略
］

第
十
四
条
の

十
一
の
八

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
銀
行
法
第
十
三
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
三
第
十
二
項
（
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
四

条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

［
略
］

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

三

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報

の
提
供

［
項
を
削
る
。
］

（
銀
行
と
み
な
さ
れ
る
特
定
承
継
会
社
に
係
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
準
用
等

）
第
三
十
五
条

［
同
上
］

［
同
上
］

第
十
四
条
の

十
一
の
八

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
銀
行
法
第
十
三
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
三
第
十
二
項
（
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条

の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
十

七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

［
同
上
］

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

三

契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法

第
十
四
条
の

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

99

https://laws.hq.admix.go.jp/document?lawid=357M50000040010
https://laws.hq.admix.go.jp/document?lawid=357M50000040010
https://laws.hq.admix.go.jp/document?lawid=357M50000040010


第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

四

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

五

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

六

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

六
の
二

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
が
外
貨
預

金
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
銀
行
法
第
十

三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
事
項

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

六
の
三
第
一

項

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省

令
で
定
め
る
事
項

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

六
の
三
第
二

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

十
一
の
二
十

四

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報

の
提
供

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

五

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

六

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

七

銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］

［
項
を
加
え
る
。
］
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項

 

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

七

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
銀
行
法

第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

八

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
銀
行
法

第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事

項

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

九

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
銀
行
法

第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
七
条
の
四
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
場
合

［
略
］

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

八

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
情
報
の
提
供

［
項
を
削
る
。
］

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

九

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

第
三
十
四
条

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供

［
項
を
加
え
る
。
］

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

八

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
銀
行

法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

九

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
銀
行
法
第
十
三
条
の
四

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

場
合

［
同
上
］

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

八

契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

九

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
情
報
の
提
供

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

十

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

［
項
を
加
え
る
。
］
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の
五
十
三
の

十
 

［
略
］

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

十
二
の
二

そ
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約

が
外
貨
預
金
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
銀

行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に

規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

十
三
第
一
項

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

十
三
第
二
項

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

十
四

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の

提
供

第
三
十
四
条

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
銀
行
法

［
同
上
］

［
項
を
加
え
る
。
］

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

十
三

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

る
も
の

［
項
を
加
え
る
。
］

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

十
四

銀
行
法
施
行
令
第
十
六
条
の
六
の
三
に
お
い
て
準
用
す

る
同
令
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き

方
法
の
種
類
及
び
内
容

第
三
十
四
条

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
銀
行
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の
五
十
三
の

十
五

第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
事
項

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

十
六

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

［
略
］

の
五
十
三
の

十
五

法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

書
面

第
三
十
四
条

の
五
十
三
の

十
六

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省

令
で
定
め
る
場
合

［
同
上
］

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
（
第
一
条
の
三
第
一

項
第
五
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
条
、
第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
第

二
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
の
七
第
一

項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
の
五
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
第
二
項

第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
中
「
金
融
庁

長
官
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
」
と
読
み
替
え
る

ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。 読
み
替
え
る

銀
行
法
施
行

規
則
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

［
略
］

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

預
金
保
険
法
第
五
十
三
条

貯
金
保
険
法
第
五
十
五
条

２

［
同
上
］

読
み
替
え
る

銀
行
法
施
行

規
則
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

［
同
上
］

第
十
四
条
の

十
一
の
二
十

預
金
保
険
法
第
五
十
三
条

貯
金
保
険
法
第
五
十
五
条
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六
第
三
号
及

び
第
十
四
条

の
十
一
の
二

十
八
第
三
号

［
略
］

七
第
三
号
及

び
第
十
四
条

の
十
一
の
二

十
八
第
三
号

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

内　

閣　

府

第
四
条　

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年　
　
　
　
　

令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
林
水
産
省

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
情
報
提
供
又
は
通
知
の
際
に
示
す
べ
き
事
項
）

第
八
条

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一

項
又
は
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
（
法
第
十
一

条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
第
八
十
五
条
の
二
十
第
一
項

第
二
号
、
第
八
十
五
条
の
二
十
一
第
三
項
、
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項

第
二
号
、
第
百
四
十
七
条
の
七
第
一
項
第
二
号
、
第
百
四
十
七
条
の
八
第
三

項
、
第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
二

号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

［
一
・
二

略
］

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
情
報
提
供
又
は
通
知
の
際
に
示
す
べ
き
事
項
）

第
八
条

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一

項
又
は
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
（
法
第
十
一

条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
及
び

内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

同
上
］

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
六
十
条

農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
預
金

者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す

る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

［
一
～
三

略
］

四

商
品
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
商
品
情
報
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
書
面

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
へ
表
示
し
た
も
の
を
用
い

て
行
う
預
金
者
等
の
求
め
に
応
じ
た
説
明
及
び
当
該
書
面
の
交
付

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
六
十
条

［
同
上
］

［
一
～
三

同
上
］

四

［
同
上
］
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［
イ
～
リ 

略
］ 

ヌ 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項 

⑴ 

指
定
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規

定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
八
十
五
条

の
二
十
三
第
十
八
号
、
第
百
十
二
条
第
四
号
ニ
及
び
第
百
四
十
七
条

の
十
一
第
十
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合 

農
林
中

央
金
庫
が
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施

基
本
契
約
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
手
続

実
施
基
本
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず

る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
紛
争
解
決
機
関

の
商
号
又
は
名
称 

⑵ 

［
略
］ 

ル 

［
略
］ 

［
五
・
六 

略
］ 

［
２
～
５ 

略
］ 

 

［
イ
～
リ 

同
上
］ 

ヌ 

［
同
上
］ 

⑴ 

指
定
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規

定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
八
十
五
条

の
二
十
四
第
十
八
号
、
第
百
十
二
条
第
四
号
ニ
及
び
第
百
四
十
七
条

の
十
一
第
十
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合 

農
林
中

央
金
庫
が
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施

基
本
契
約
（
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
手
続

実
施
基
本
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず

る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
紛
争
解
決
機
関

の
商
号
又
は
名
称 

⑵ 

［
同
上
］ 

ル 

［
同
上
］ 

［
五
・
六 

同
上
］ 

［
２
～
５ 

同
上
］ 

 

（
農
林
中
央
金
庫
業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
） 

第
七
十
一
条
の
三 

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
苦
情
処
理
措
置
と

し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
八
条
の
六
及
び

第
七
十
九
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
認
可
金

（
農
林
中
央
金
庫
業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
） 

第
七
十
一
条
の
三 

［
同
上
］ 

 

一 

［
同
上
］ 

二 
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
八
条
の
六
及
び

第
七
十
九
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
認
可
金
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融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
同
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
金

融
商
品
取
引
業
協
会
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
認

定
投
資
者
保
護
団
体
（
同
法
第
七
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定

投
資
者
保
護
団
体
を
い
う
。
次
項
第
一
号
、
第
八
十
五
条
の
二
十
三
第
十

七
号
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う

苦
情
の
解
決
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と

。 

三 

［
略
］ 

四 

令
第
五
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を

処
理
す
る
手
続
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ

と
。 

五 

［
略
］ 

２ 

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
紛
争
解
決
措
置
と
し
て
主
務
省
令

で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

四 

令
第
五
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
紛
争
の

解
決
を
図
る
手
続
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る

こ
と
。 

五 

［
略
］ 

３ 

前
二
項
（
第
一
項
第
五
号
及
び
前
項
第
五
号
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
が

実
施
す
る
手
続
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
又
は
農
林
中

央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
同
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
金

融
商
品
取
引
業
協
会
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
認

定
投
資
者
保
護
団
体
（
同
法
第
七
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定

投
資
者
保
護
団
体
を
い
う
。
次
項
第
一
号
、
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
十

七
号
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う

苦
情
の
解
決
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と

。 

三 

［
同
上
］ 

四 

令
第
五
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を

処
理
す
る
手
続
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ

と
。 

五 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

令
第
五
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
紛
争
の

解
決
を
図
る
手
続
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る

こ
と
。 

五 

［
同
上
］ 

３ 
［
同
上
］ 
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一

［
略
］

二

法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条

の
八
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い

法
人
又
は
令
第
五
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取

消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人

三

そ
の
業
務
を
行
う
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
法
人

イ

［
略
］

ロ

法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二

条
の
八
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日

前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
又
は
令
第
五
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を

取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
前
一
月
以
内
に
そ

の
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し

な
い
者

一

［
同
上
］

二

法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条

の
八
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い

法
人
又
は
令
第
五
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取

消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人

三

［
同
上
］

イ

［
同
上
］

ロ

法
第
九
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二

条
の
八
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日

前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
又
は
令
第
五
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を

取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
前
一
月
以
内
に
そ

の
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し

な
い
者

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
八
十
五
条
の
六

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
八
十
五
条
の
六

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
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四
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

農
林
中
央
金
庫
（
農
林
中
央
金
庫
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自

己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
書
面
に
記
載
す
べ

き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
提
供

す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）
又
は
農

林
中
央
金
庫
の
用
に
供
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契

約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
顧
客
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
記
載

事
項
を
送
信
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又

は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る

事
項
を
提
供
す
る
農
林
中
央
金
庫
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

［
ロ
～
ニ

略
］

二

［
略
］

条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
主

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
同
上
］

イ

農
林
中
央
金
庫
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項

に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
農
林
中
央
金
庫
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ

イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
当
該
事

項
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。

）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の
用
に
供
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧

客
と
の
契
約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
顧
客
の
用
に
供
さ
れ
る
フ

ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す

る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項

」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
農
林
中
央
金
庫

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記

録
す
る
方
法
）

［
ロ
～
ニ

同
上
］

二

［
同
上
］

110



２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

三

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
書
面
、
農
林
中
央
金
庫

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
に
限
る
。
）
を
得
て
同
項

第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提

供
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ

る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
イ
・
ロ

略
］

四

［
略
］

３

［
略
］

２

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

三

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若
し
く
は

ロ
若
し
く
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は
顧

客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記

載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
イ
・
ロ

同
上
］

四

［
同
上
］

３

［
同
上
］

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の
類
似
行

為
）

第
八
十
五
条
の
十
五

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
の
主
務
省
令

で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の
類
似
行

為
）

第
八
十
五
条
の
十
五

［
同
上
］
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関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す

る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者

の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
第
百
四
十
七
条
の

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、

電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を

い
う
。
第
百
四
十
七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ

又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供

と
す
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

三 

次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
） 

［
イ
～
ハ 

略
］ 

ニ 

第
八
十
五
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る

情
報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨 

［
削
る
。
］ 

  

          

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
） 

［
イ
～
ハ 

同
上
］ 

ニ 

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨 

 

⑴ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書

面
（
第
八
十
五
条
の
二
十
か
ら
第
八
十
五
条
の
二
十
二
（
第
一
項
第

四
号
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
八
十
五
条
の
二
十
四
、
第
八
十
五
条
の
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［
削
る
。
］ 

 

［
削
る
。
］ 

 

二
十
七
の
二
及
び
第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「

契
約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
） 

⑵ 

第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等

書
面 

⑶ 

第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更

書
面 

 

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
に
表
示

す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
） 

第
八
十
五
条
の
十
七 

令
第
十
一
条
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定

預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
（
第
八
十
五
条
の
十
九
、

第
八
十
五
条
の
二
十
二
及
び
第
八
十
五
条
の
二
十
五
第
九
号
に
お
い
て
「
手

数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ

れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合

計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。 

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
に
表
示

す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
） 

第
八
十
五
条
の
十
七 

令
第
十
一
条
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定

預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
（
第
八
十
五
条
の
十
九
、

第
八
十
五
条
の
二
十
三
及
び
第
八
十
五
条
の
二
十
五
第
九
号
に
お
い
て
「
手

数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ

れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合

計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。 

 
 

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
） 

第
八
十
五
条
の
二
十 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
顧
客
か
ら
第

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
） 

第
八
十
五
条
の
二
十 

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
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一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
方
法
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
の
書
面
の
交
付

イ

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及

び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の

条
、
次
条
、
第
八
十
五
条
の
二
十
三
及
び
第
八
十
五
条
の
二
十
六
に
お

い
て
「
契
約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒

介
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し

て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条

の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項

に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を

記
載
し
た
書
面

二

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
第
八
十
五
条
の
六

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
八
十
五
条
の
二

十
四
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
提
供

２

前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行

お
う
と
す
る
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す

も
の
と
す
る
。

一

あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
第
八
十
五
条
の
七
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
示
し
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
書
面
、
農
林
中
央
金
庫
の

る
事
項
を
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基

づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｚ
八
三
〇
五

に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭

か
つ
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン

ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、

か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
十
一
号
に

掲
げ
る
事
項

二

第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

３

農
林
中
央
金
庫
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
八
十
五
条
の
二
十

四
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客

の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
産
業
規

格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数

字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に
平
易
に
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。
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使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又

は
第
八
十
五
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
る

こ
と
。

二

あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
知

す
る
こ
と
。

イ

第
八
十
五
条
の
七
各
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ

農
林
中
央
金
庫
に
対
し
、
当
該
顧
客
が
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

３

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三

第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
産
業
標

準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格

（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に

平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
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げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し

、
か
つ
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
八
十
五
条
の
二
十
三
第
十
一
号
に

掲
げ
る
事
項 

二 

第
八
十
五
条
の
二
十
三
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項 

  

［
条
を
削
る
。
］ 

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
一 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場

合
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
一 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た

だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

［
号
を
削
る
。
］ 

     

 

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

場
合
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
二 

［
同
上
］ 

 

一 

第
八
十
五
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
一
号
又
は
第
三
号

に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
外
貨
預
金
等
」
と
い

う
。
）
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対

し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条

の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び

に
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
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一

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
預
金
等

契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報

の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合

二

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を

行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ

き
も
の
が
な
い
と
き
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
八
十
五
条
の
二
十
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る

方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
、
第
八
十
五
条
の
二
十
六
及

び
第
八
十
五
条
の
二
十
七
の
二
第
三
号
ロ
に
お
い
て
「
外
貨
預
金
等
書
面

」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交

付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。

）
二

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交

付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容

の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
）

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を

行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し

た
書
面
（
第
五
号
及
び
次
項
並
び
に
第
八
十
五
条
の
二
十
七
の
二
第
三
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三

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理

業
者
が
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し

第
百
四
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る

情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金

等
媒
介
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用

環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
令
和
三
年
内
閣
府
令
第
三
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
第
八

十
五
条
の
二
十
三
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報

を
併
せ
て
提
供
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

四

当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場

合
を
除
く
。
）

号
ハ
に
お
い
て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
と

き
。

四

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理

業
者
が
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し

第
百
四
十
七
条
の
二
第
三
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務

を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧

客
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
（
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
十
七
号
及

び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
交

付
し
て
い
る
場
合

五

当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
顧
客
の
知
識
、
経

験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て

当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を

し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
外
貨
預
金

等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
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イ

当
該
顧
客
に
対
し
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く

。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
同
号
ロ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
顧
客

の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
こ
と
（
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
。

⑴

当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い

て
、
当
該
顧
客
に
と
っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
前
条
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る

こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
八
十
五
条
の
六
第
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑵

当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等

書
面
、
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面

又
は
契
約
変
更
書
面
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら

契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
当
該
顧
客
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
っ
て

見
や
す
い
箇
所
に
第
八
十
五
条
の
二
十
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表

示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
八

十
五
条
の
六
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

場
合
を
除
く
。
）
。
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事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該

期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易

に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
顧
客
に
対
し
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
に
掲

げ
る
事
項
（
第
八
十
五
条
の
二
十
三
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き

、
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
の

変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産

の
状
況
及
び
当
該
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
目
的
（
⑴

及
び
第
八
十
五
条
の
二
十
三
の
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
顧
客
属

性
」
と
い
う
。
）
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要

な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
（
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑴

顧
客
属
性
に
照
ら
し
て
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
及
び
イ
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
内
容
を
理

解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合

⑵

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
八
十
五
条
の
二
十
三
第
十
一
号

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
当
該

ロ

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取

引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で

の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間

が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合

［
項
を
削
る
。
］

［
項
を
削
る
。
］

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提

供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
情

報
の
提
供
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の

締
結
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同

一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
（
外
貨
預
金
等
（
第
八
十
五
条
の
二
十
三
の

二
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
を
い
う
。
）
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結

前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
場
合
に
は

、
当
該
締
結
の
日
又
は
当
該
提
供
の
日
に
お
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契

２

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
九
条
の
規
定

並
び
に
第
八
十
五
条
の
六
及
び
第
八
十
五
条
の
七
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
外
貨
預
金
等
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ

る
契
約
変
更
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
預
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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約
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に

記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
第
四
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
当
該
書
面
の
交
付
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
こ
れ
ら
の
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を
適

切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
要

し
な
い
旨
の
当
該
顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
こ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質

問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る

質
問
例

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情

報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

三

顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る

同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
旨

５

第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

第
八
十
五
条
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
こ
れ
ら

の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の

質
問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
預

金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要

及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き

旨
三

顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
旨

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
る
顧
客
が
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 第
八
十
五
条
の
二
十
二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第

四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か

な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払

う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら

の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く

は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事

項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。 

 

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
三 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第

七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
提
供
さ
れ
る

情
報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨 

［
二
～
十
九 

略
］ 

 

支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
三 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第

四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か

な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払

う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら

の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く

は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記

載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と

す
る
。 

 

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
四 

［
同
上
］ 

 

一 

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨 

 

［
二
～
十
九 

同
上
］ 

（
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面

の
記
載
事
項
の
特
則
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
三
の
二 

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
又
は
そ
の
締
結
の
代

理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
が
第
八
十
五
条
の
二
第
二
号
に

掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の

  

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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を
除
く
。
以
下
「
外
貨
預
金
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
（

当
該
顧
客
か
ら
前
条
各
号
（
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八

号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思

の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第

十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 
 

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
要
し
な
い
事
項
等
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
三
の
三 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二

項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
八
十
五
条
の
二
十
三
第
十

一
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

２ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

顧
客
属
性
に
照
ら
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場

合 

二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に

つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
当
該
顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合 

 

  

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
） 
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第
八
十
五
条
の
二
十
四

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
顧
客
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該

情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
方
法
）
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
書
面
の
交
付

イ

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き

当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
（
第
八
十
五
条
の
二
十
六
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書

面
」
と
い
う
。
）

ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の

が
あ
る
と
き

当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

２

第
八
十
五
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供

を
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
農
林
中
央
金
庫
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

［
条
を
加
え
る
。
］

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
二
十
五

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
八
十
五
条
の
二
十
五

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
準
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金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

  

［
一
～
十
一 
略
］ 

 

用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
（

第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
四
号
に

お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
十
一 

同
上
］ 

 

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場

合
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
六 

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
第
八
十
五
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交

付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（

第
八
十
五
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要

し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。
） 

二 

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
第
八
十
五
条
の

二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に

よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る

（
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

場
合
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
六 

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場

合
に
限
る
。
） 

   

二 

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交

付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容

の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
） 
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方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の

提
供
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更

に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と

き
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

四

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理

業
者
が
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
第
百
四

十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報

の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒

介
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
金

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る

三

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
と
き
。

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理

業
者
が
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し

第
百
四
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交

付
し
て
い
る
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務
を

行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
同
項

に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
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場
合 

［
項
を
削
る
。
］ 

  

２ 

第
八
十
五
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
八
十
五
条
の
二
十
第

一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提

供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預

金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
と
き
（
当
該
顧
客
か
ら
契

約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お

い
て
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き

事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
第
一
号
の
規

定
を
適
用
す
る
。 

３ 

第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交

付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
行
わ

な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）

か
ら
一
年
以
内
に
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内

容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お

い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規

 ２ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
九
条
の
規
定

並
び
に
第
八
十
五
条
の
六
及
び
第
八
十
五
条
の
七
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号

ロ
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
預
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

     

４ 

契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 
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定
を
適
用
す
る
。 

 

 
 

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
七
の
二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
の

主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

［
号
を
削
る
。
］ 

                

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
等
の
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
） 

第
八
十
五
条
の
二
十
七
の
二 

［
同
上
］ 

 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
（
特
定
投
資

家
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資

家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
対
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
書
面
を

交
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ

っ
て
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

も
の
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等

契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必

要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
預
金
等
契
約

の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
す
る
行
為 

イ 
契
約
締
結
前
交
付
書
面 

ロ 
外
貨
預
金
等
書
面 

ハ 

契
約
変
更
書
面 
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三
～
五 

［
略
］ 

四
～
六 

［
同
上
］ 

 
（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の

類
似
行
為
） 

第
百
四
十
七
条
の
二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
の
主
務
省
令

で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信

す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多

数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

三 

次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
） 

［
イ
～
ハ 

略
］ 

ニ 

第
百
四
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る

情
報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨 

［
削
る
。
］ 

   

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
の

類
似
行
為
） 

第
百
四
十
七
条
の
二 

［
同
上
］ 

    

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品

そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
） 

［
イ
～
ハ 

同
上
］ 

ニ 

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨 

 

⑴ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書

面
（
第
百
四
十
七
条
の
七
か
ら
第
百
四
十
七
条
の
九
ま
で
、
第
百
四

十
七
条
の
十
一
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
に
お
い
て
「
契
約

締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
） 
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［
削
る
。
］ 

 

［
削
る
。
］ 

 

⑵ 

第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書

面 

⑶ 

第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書

面 

 
 

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
） 

第
百
四
十
七
条
の
七 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
顧
客
か
ら
第

一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
方
法
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

次
の
い
ず
れ
か
の
書
面
の
交
付 

イ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及

び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の

条
、
次
条
、
第
百
四
十
七
条
の
十
一
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
五
に
お

い
て
「
契
約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
） 

ロ 

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場

合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契

約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第 

二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が

あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面 

二 

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
第
百
四
十
七
条
の

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
） 

第
百
四
十
七
条
の
七 

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

る
事
項
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン

ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、

か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
一
号
に

掲
げ
る
事
項 

二 

第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項 

３ 
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
百
四
十 

七
条
の
十
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
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九
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
よ
る
提
供 

２ 
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行

お
う
と
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か

を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 

一 

あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し

、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
書
面
、
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
第

百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
る
こ

と
。 

イ 

第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
農
林
中
央

金
庫
代
理
業
者
が
使
用
す
る
も
の 

ロ 

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式 

二 

あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
知

す
る
こ
と
。 

イ 

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項 

ロ 

当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
に
対
し
、
当
該
顧
客
が
前
項
第
一
号

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該
情
報
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨 

３ 

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三

第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
日
本
産

業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び

う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日

本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文

字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に
平
易
に
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。 
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数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に

平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項 

二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の 

５ 

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し

、
か
つ
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事

項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
一
号
に

掲
げ
る
事
項 

二 

第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

  

［
条
を
削
る
。
］ 

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
） 

第
百
四
十
七
条
の
八 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。 
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（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
前
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
百
四
十
七
条
の
八 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ

し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

［
号
を
削
る
。
］ 

         

一 

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
預
金
等

契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報

の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合 

二 

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
百
四
十
七
条
の
九 

［
同
上
］ 

 

一 

外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
並
び
に
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び

第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
百
四
十
七
条
の
七
に
規
定
す
る
方
法
に

準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
、
第
百
四
十
七
条
の

十
五
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
第
二
号
ロ
に
お
い
て
「
外
貨
預
金

等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締

結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に

限
る
。
） 

二 

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交

付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容

の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
） 

三 
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に

お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。 
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る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

 

   

 三 

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五

十
九
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
第
八
十
五
条
の

二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を

行
っ
て
い
る
場
合 

四 

当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場

合
を
除
く
。
） 

    

  

イ 

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。 

ロ 

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し

た
書
面
（
第
五
号
及
び
次
項
並
び
に
第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二
第
二

号
ハ
に
お
い
て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
と

き
。 

四 

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五

十
九
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交

付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合 

 

五 

当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
顧
客
の
知
識
、
経

験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て

当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を

し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
外
貨
預
金

等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
あ
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イ 

当
該
顧
客
に
対
し
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く

。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
同
号
ロ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
顧
客

の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
こ
と
（
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
。 

⑴ 

当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

事
項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い

て
、
当
該
顧
客
に
と
っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
前
条
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る

こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
次
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

⑵ 

当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等
書
面
、
第
三
号
ロ
に
規

定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
契
約
変
更
書
面
。

以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
顧
客
の
閲
覧
に

供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面

の
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
） 

イ 

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
当
該
顧
客
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
っ
て

見
や
す
い
箇
所
に
第
百
四
十
七
条
の
七
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表

示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
百

四
十
七
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 
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事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該

期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決

し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易

に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
顧
客
に
対
し
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
に
掲

げ
る
事
項
（
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き

、
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
の

変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産

の
状
況
及
び
当
該
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
目
的
（
⑴

及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
顧
客
属
性
」

と
い
う
。
）
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方

法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

⑴ 

顧
客
属
性
に
照
ら
し
て
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
及
び
イ
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
内
容
を
理

解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合 

⑵ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
一
号

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
当
該

      

ロ 

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取

引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で

の
間
に
当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間

が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

で
の
間
）
、
当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 
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顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合 

［
項
を
削
る
。
］ 

  

［
項
を
削
る
。
］ 

     

２ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提

供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
情

報
の
提
供
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の

締
結
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同

一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
（
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約

締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
場
合

に
は
、
当
該
締
結
の
日
又
は
当
該
提
供
の
日
に
お
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金

等
契
約
に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書

面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、

 

２ 

第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

外
貨
預
金
等
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契
約
変
更
書

面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
預
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

４ 

契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 
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前
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
第
四
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
当
該
書
面
の
交
付
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
こ
れ
ら
の
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を
適

切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
要

し
な
い
旨
の
当
該
顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
こ
れ
ら
の

事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質

問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る

質
問
例

二

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情

報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨

三

顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る

同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
旨

５

第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

第
百
四
十
七
条
の
十
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
こ

れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧

客
の
質
問
に
対
し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
預

金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概
要

及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き

旨
三

顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
旨

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
百
四
十
七
条
の
九

前
二
条
の
「
電
磁
的
方
法
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法

［
条
を
加
え
る
。
］
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を
い
う
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
（
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と
の
契

約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、

こ
れ
を
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事

項
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧

客
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
用
に
供
す
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契
約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（

専
ら
顧
客
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
記
載
事
項
を
送
信
し
、
顧
客
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法

ロ

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧

客
の
閲
覧
に
供
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
当
該
顧
客
の
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ハ

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

ニ

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
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算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲

覧
に
供
す
る
た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ

と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧
客
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧
客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を

確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
書
面
、
農
林
中
央
金
庫
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代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

す
る
方
法
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
承
諾
に
限
る
。
）
を

得
て
同
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の

指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項

四

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
顧
客
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
イ
の
規

定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

記
録
し
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の

提
供
を
受
け
た
顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理

業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又

は
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
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（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
） 

 第
百
四
十
七
条
の
十 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四

号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な

る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う

べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の

計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は

そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
項

に
係
る
情
報
の
提
供
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。 

 

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
る
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関

す
る
事
項
） 

第
百
四
十
七
条
の
十 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四

号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な

る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う

べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の

計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は

そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す

る
。 

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
一 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第

七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
提
供
さ
れ
る

情
報
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
旨 

［
二
～
十
九 

略
］ 

 

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
一 

［
同
上
］ 

 

一 

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨 

 
［
二
～
十
九 

同
上
］ 

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
外
貨
預
金
等
に
係
る
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特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
一
の
二 

そ
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
特
定
預
金

等
契
約
が
外
貨
預
金
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
前
条
各

号
（
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

る
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合

に
限
る
。
）
に
お
け
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第

七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
条
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。 

 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説

明
を
要
し
な
い
事
項
等
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
十
一
号

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

２ 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

顧
客
属
性
に
照
ら
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
の
み
で
当
該
顧
客
が
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
事
項
の
内
容
を
理
解
し
た
こ
と
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
場

合 

二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
） 

 

第
百
四
十
七
条
の
十
二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
と

の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
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つ
い
て
説
明
を
要
し
な
い
旨
の
当
該
顧
客
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合 

 

き
、
こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
顧
客
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
用
に
供

す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契
約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ

ル
（
専
ら
顧
客
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
、
顧
客

等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾

又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す

る
事
項
を
提
供
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
） 

ロ 

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧

客
の
閲
覧
に
供
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
当
該
顧
客
の
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
） 
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ハ 

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法 

ニ 

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲

覧
に
供
す
る
た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ

と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧
客
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧
客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を

確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 
前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲

げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す

る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
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、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項

を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
四
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若
し

く
は
ロ
若
し
く
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又

は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当

該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項 

ロ 

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項 

四 

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
顧
客
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
イ
の
規

定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

記
録
し
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の

提
供
を
受
け
た
顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
代
理
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業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又

は
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
）

第
百
四
十
七
条
の
十
三

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
（
顧
客
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
当
該

情
報
の
提
供
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
方
法
）
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
書
面
の
交
付

イ

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き

当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係

る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
（
第
百
四
十
七
条
の
十
五
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書

面
」
と
い
う
。
）

ロ

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の

が
あ
る
と
き

当
該
変
更
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二

前
号
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
第
百
四
十
七
条
の

九
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
提
供

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
百
四
十
七
条
の
十
三

令
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方

法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が

用
い
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
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２ 

第
百
四
十
七
条
の
七
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供

を
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
農
林
中
央
金
庫
代

理
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
四 
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

［
一
～
十
一 

略
］ 

 

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
四 

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
準

用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
（

第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う

。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
十
一 

同
上
］ 

 

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
時
の
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
五 

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
お
け
る
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
第
百
四
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交

付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（

第
百
四
十
七
条
の
十
一
の
二
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要

（
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
締
結
の
代
理
等
を
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に

関
し
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
五 

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場

合
に
限
る
。
） 
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し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。
） 

二 

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
第
百
四
十
七
条

の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に

よ
り
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の

提
供
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
） 

三 

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更

に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と

き
。 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

   四 

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五

十
九
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
四
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
第
八
十
五
条
の
二
十
四

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
行
っ

 

二 

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定

預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交

付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同
一
の
内
容

の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
） 

  

三 

既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
と
き
。 

  

イ 

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。 

ロ 

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契

約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。 

四 

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
法
第
五

十
九
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
時
交

付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合 
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て
い
る
場
合

［
項
を
削
る
。
］

２

第
百
四
十
七
条
の
十
一
の
二
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
四
十
七
条
の
七
第

一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提

供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預

金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
と
き
（
当
該
顧
客
か
ら
契

約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お

い
て
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き

事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
第
一
号
の
規

定
を
適
用
す
る
。

３

第
百
四
十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交

付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
日
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
行
わ

な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）

か
ら
一
年
以
内
に
当
該
情
報
の
提
供
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内

容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お

い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規

定
を
適
用
す
る
。

２

第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ

る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
預
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外

貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契

約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら

一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一

の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日

に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二 

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
の

主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

［
号
を
削
る
。
］ 

               

 

二
～
四 

［
略
］ 

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
等
の
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
二 

［
同
上
］ 

 

一 

［
同
上
］ 

二 

次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
（
特
定
投
資

家
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資

家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
対
し
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
書
面
を

交
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ

っ
て
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

も
の
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等

契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必

要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
預
金
等
契
約

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
行
為 

イ 

契
約
締
結
前
交
付
書
面 

ロ 
外
貨
預
金
等
書
面 

ハ 
契
約
変
更
書
面 

三
～
五 

［
同
上
］ 
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（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
五

令
第
四
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

五

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
令
第
四
十
八
条

第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏

名
を
証
す
る
書
面

六

［
略
］

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
十
五

令
第
四
十
九
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
四

同
上
］

五

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
令
第
四
十
九
条

第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏

名
を
証
す
る
書
面

六

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
以
下

こ
の
条
か
ら
附
則
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
「
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
十
二
第
一
項

又
は
第
十
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
請
求
は
、
施
行
日
に
お
い
て
当
該
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２　

改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
か
ら

　

附
則
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
「
新
農
業
協
同
組
合
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
改
正

　

法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
新
金
融
商
品
取
引
法
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」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施

行
の
際
現
に
利
用
者
か
ら
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
協
同
組
合
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
五
条
に

お
い
て
「
旧
農
業
協
同
組
合
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
旧
金
融
商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
七

条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
組
合

（
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま

で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
施
行
日
に
当
該
利
用
者
か
ら
新
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
行
う
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用

事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
二
第
一
項
第
二
号
又
は
第
十
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に

係
る
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
第
一
号
（
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条

の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

施
行
日
以
後
に
締
結
し
よ
う
と
す
る
外
貨
貯
金
等
（
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る

　

外
貨
貯
金
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
（
新
農
業
協
同
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組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
利
用
者
か
ら
外
貨
貯
金
等
書
面
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
協
同
組

合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
「
旧
農
業
協

同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
貯
金
等
書
面
を
い
う
。
次
条

第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
に
つ
い
て
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二

十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
組
合
は
、
施
行
日
に
当
該
利
用
者
か
ら
当
該
外
貨
貯
金
等
に

係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
新
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
二
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

４　

新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
第
二
号
（
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の

　

二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
知
を
し
よ
う
と
す

　

る
組
合
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
告
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
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て
、
当
該
告
知
は
、
施
行
日
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

第
三
条　

組
合
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
貯

　

金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
十
七
第
三
号
ニ
⑴
に

　

規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
が
外
貨
貯
金
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

　

っ
て
は
、
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
外
貨
貯
金
等
書
面
）
を
利
用
者
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、

　

当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三

　

十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
二

　

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
い
う
。

　

次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
業
協
同
組

　

合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２　

組
合
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に

　

、
利
用
者
か
ら
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、

　

施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
か
ら
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
六
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
も
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の
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
条　

組
合
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日

前
に
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
外
貨
貯
金
等
書
面
を
利
用
者
に
対
し
交
付
し
て

い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第

十
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ

た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。

２　

組
合
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
利
用
者

か
ら
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
八
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
に

お
い
て
、
当
該
利
用
者
か
ら
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
し
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３　

組
合
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
貯
金
等
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契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
契
約

締
結
時
交
付
書
面
を
利
用
者
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の

五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る

新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
（
同
項
第

一
号
イ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
い
う
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な

し
て
、
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
十
条
の
三
十
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
五
条　

新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
は
、
施
行
日
に
お
い
て
当
該
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

２　

新
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

又
は
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
顧
客
か
ら
旧
農
業
協
同
組
合

法
第
九
十
二
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
七
条
の
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四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
特
定
信
用

　

事
業
代
理
業
者
（
新
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下
こ

　

の
条
か
ら
附
則
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
施
行
日
に
当
該
顧
客
か
ら
新
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
に

　

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
行
う

　

新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
第
二
号
又
は
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二

　

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の

　

七
第
二
項
第
一
号
（
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

　

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。 

３　

施
行
日
以
後
に
そ
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施

　

行
の
際
現
に
顧
客
か
ら
外
貨
貯
金
等
書
面
（
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
一

　

号
に
規
定
す
る
外
貨
貯
金
等
書
面
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
に
つ
い
て

　

旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事

　

業
命
令
第
十
条
の
二
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
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る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
は
、
施
行
日

に
当
該
顧
客
か
ら
当
該
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
新
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業

命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
承
諾
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

４　

新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
二
項
第
二
号
（
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

に
よ
る
告
知
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の

告
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
告
知
は
、
施
行
日
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

第
六
条　

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て

　

、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令

　

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
二
第
三
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
が
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外
貨
貯
金
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
外
貨
貯
金
等
書
面
）

を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
新
農
業
協

同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
同
項
第

一
号
イ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報

の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
八
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２　

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う

場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
顧
客
か
ら
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
一

号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
か
ら
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七

条
の
三
十
一
の
十
二
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
七
条　

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を

　

行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
外
貨
貯
金
等
書
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面
を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
新
農
業

協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十

一
の
十
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２　

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
い

、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
顧
客
か
ら
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第

五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
五
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
か
ら
新
農

業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
五
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て

、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３　

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
施

　

行
日
前
に
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
旧
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五

　

十
七
条
の
三
十
一
の
十
四
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
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の
日
に
新
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の

規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
（
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
い
う
。
）
に

記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
七
条
の

三
十
一
の
十
五
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条　

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十

三
条
ま
で
に
お
い
て
「
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
七
条
の
二
十

九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
は
、
施
行
日
に
お
い
て
当
該
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。

２　

改
正
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
。
以
下
こ
の
条

　

か
ら
附
則
第
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
「
新
水
産
業
協
同
組
合
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
十
一
（
新
水
産
業
協
同
組
合
法
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第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附

則
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は

第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
利
用
者
か
ら
改
正
法
第
六
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
水
産
業
協
同
組
合
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
一
条
に
お
い
て
「
旧
水
産
業
協
同
組
合
法
」
と
い

う
。
）
第
十
一
条
の
十
一
（
旧
水
産
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
組
合
（
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
三
条
第
一
号
に
規
定

す
る
組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
連
合
会
（
同
号
に
規
定
す
る
連
合
会
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
施
行
日
に
当
該
利
用
者
か
ら
新
水
産
業
協
同
組
合
法

第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四

の
規
定
に
よ
り
行
う
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
又
は
第
七
条
の
二
十
九
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
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（
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
承
諾

　

を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

施
行
日
以
後
に
締
結
し
よ
う
と
す
る
外
貨
貯
金
等
（
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る

外
貨
貯
金
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
（
新
水
産
業

協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
三
条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
利
用
者
か
ら
外
貨
貯
金
等
書
面
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
漁

業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
「
旧
漁
業
協
同
組
合
等

信
用
事
業
命
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
貯
金
等
書
面
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及

び
附
則
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
に
つ
い
て
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
五
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
組
合
又
は
連
合
会
は
、
施
行
日
に
当
該
利
用
者
か
ら
当
該
外
貨
貯

金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
新
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
三
第
一
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項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。 

４　

新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
三
第
二
項
第
二
号
（
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の

　

二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
知
を
し
よ
う
と
す

　

る
組
合
又
は
連
合
会
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
告
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

　

場
合
に
お
い
て
、
当
該
告
知
は
、
施
行
日
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

第
九
条　

組
合
又
は
連
合
会
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、

　

当
該
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
十
八
第

　

三
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
が
外
貨
貯
金
等
に
係
る
も
の
で
あ

　

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
外
貨
貯
金
等
書
面
）
を
利
用
者
に
対
し
交
付
し
て
い

　

る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融

　

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令

　

第
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交

　

付
書
面
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
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、
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２　

組
合
又
は
連
合
会
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

施
行
日
前
に
、
利
用
者
か
ら
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ

た
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
か
ら
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
七
の
意
思
の
表
明

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
十
条　

組
合
又
は
連
合
会
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
外
貨
貯
金
等
書
面
を
利
用
者
に
対

し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
新
漁
業
協
同
組
合
等

信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情

報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
三
十
一
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２　

組
合
又
は
連
合
会
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
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に
、
利
用
者
か
ら
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
九
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
は

、
施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
か
ら
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
三
十
一
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の

表
明
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３　

組
合
又
は
連
合
会
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
貯
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該

特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
八
に
規

定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
利
用
者
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
水
産
業
協
同
組
合

法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯

金
等
契
約
に
係
る
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交

付
書
面
（
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
い
う
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行

っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
七
条
の
三
十
一
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適

用
す
る
。

第
十
一
条　

新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第

　

一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
請
求
を
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
は
、
施
行
日
に
お
い
て
当
該
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す

　

。 

２　

新
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は

　

第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
顧
客
か
ら
旧
水
産
業
協
同
組
合
法

　

第
百
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項

　

に
お
い
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
特
定
信
用
事
業
代
理

　

業
者
（
新
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則

　

第
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
施
行
日
に
当
該
顧
客
か
ら
新
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え

　

て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
行
う
新
漁
業
協
同
組
合

　

等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
第
二
号
又
は
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

　

る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
二
項
第
一
号
（
新
漁

　

業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

　

る
承
諾
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。 
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３　

施
行
日
以
後
に
そ
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施

　

行
の
際
現
に
顧
客
か
ら
外
貨
貯
金
等
書
面
（
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
一
号

　

に
規
定
す
る
外
貨
貯
金
等
書
面
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
に
つ
い
て

　

旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業

　

命
令
第
七
条
の
二
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

　

す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
は
、
施
行

　

日
に
当
該
顧
客
か
ら
当
該
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
に
つ
い
て
新
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読

　

み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命

　

令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

　

承
諾
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。 

４　

新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
二
項
第
二
号
（
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第

　

五
十
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

　

る
告
知
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
告
知
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を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
告
知
は
、
施
行
日
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み

　

な
す
。 

第
十
二
条　

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ

　

て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命

　

令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
二
第
三
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
が

　

外
貨
貯
金
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
外
貨
貯
金
等
書
面
）

　

を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え

　

て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
新
漁
業
協
同
組

　

合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
同
項
第
一
号
イ

　

に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供

　

を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
八
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項

　

の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２　

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う

172



　

場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
顧
客
か
ら
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
九
第
一
項
第
一
号

　

の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
か
ら
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の

　

三
十
一
の
十
二
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

第
十
三
条　

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

　

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
外
貨
貯
金
等

　

書
面
を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み

　

替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
新
漁
業
協

　

同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ

　

き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十

　

五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２　

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
貯
金
等
に
係
る
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
い

　

、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
顧
客
か
ら
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第

　

五
十
条
の
三
十
一
の
十
五
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
か
ら
新
漁
業
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協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
五
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同

　

号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

３　

特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
貯
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
施

　

行
日
前
に
、
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
旧
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五

　

十
条
の
三
十
一
の
十
四
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の

　

日
に
新
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に

　

よ
り
当
該
特
定
貯
金
等
契
約
に
係
る
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定

　

す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
（
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
い
う
。
）
に
記
載
す
べ

　

き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
漁
業
協
同
組
合
等
信
用
事
業
命
令
第
五
十
条
の
三
十
一
の
十

　

五
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

　

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
四
条　

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
九
条
ま
で
に
お
い

　

て
「
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
五
条
の
二
十
第
一
項
又
は
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
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定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
請
求

　

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
は
、
施
行
日
に
お
い
て
当
該
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な

　

す
。 

２　

改
正
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附

　

則
第
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
「
新
農
林
中
央
金
庫
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
三
又
は
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
読

　

み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に

　

つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
顧
客
か
ら
改
正
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
林
中
央
金
庫
法
（
以
下
こ

　

の
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
「
旧
農
林
中
央
金
庫
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
三
又
は
第
五
十
九
条
の
七
に
お

　

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用

　

す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
農
林
中
央
金
庫
は
、
施
行
日
に
当
該

　

顧
客
か
ら
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
又
は
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取

　

引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
行
う
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の

　

二
十
第
一
項
第
二
号
又
は
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
新
農
林
中
央
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金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
第
二
項
第
一
号
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
に

　

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。 

３　

施
行
日
以
後
に
締
結
し
よ
う
と
す
る
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
外
貨
預
金
等
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規

　

則
第
八
十
五
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ

　

。
）
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
を
い
う
。
以
下
こ

　

の
条
か
ら
附
則
第
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
顧
客
か
ら
外
貨
預
金
等
書
面

　

（
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
「
旧

　

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面
を
い
う

　

。
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
に
つ
い
て
旧
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十

　

五
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
又
は
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
読
み

　

替
え
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
農
林
中
央
金
庫
は
、
施

　

行
日
に
当
該
顧
客
か
ら
当
該
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
又
は

　

第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
新
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農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
同
条
第
二
項

　

第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。 

４　

新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
第
二
項
第
二
号
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二

　

十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
知
を
し
よ
う
と
す
る

　

農
林
中
央
金
庫
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
告
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

　

に
お
い
て
、
当
該
告
知
は
、
施
行
日
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

第
十
五
条　

農
林
中
央
金
庫
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は

　

媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
旧
農
林

　

中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
十
五
第
三
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定

　

預
金
等
契
約
が
外
貨
預
金
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
外
貨

　

預
金
等
書
面
）
を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三

　

又
は
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

　

該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
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結
前
交
付
書
面
（
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載

　

す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
一
第

　

一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２　

農
林
中
央
金
庫
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
又
は
そ
の
代

　

理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
顧
客
か
ら
旧
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十

　

二
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
か
ら
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則

　

第
八
十
五
条
の
二
十
三
の
二
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

第
十
六
条　

農
林
中
央
金
庫
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
又
は

　

そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等

　

契
約
に
係
る
外
貨
預
金
等
書
面
を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
農
林
中
央
金
庫
法
第

　

五
十
九
条
の
三
又
は
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の

　

規
定
に
よ
り
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法

　

に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
林
中
央
金
庫

178



　

法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２　

農
林
中
央
金
庫
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
、
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介

　

を
行
い
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
顧
客
か
ら
旧
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則

　

第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
か
ら
新
農
林
中

　

央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
号
の
規
定
を

　

適
用
す
る
。 

３　

農
林
中
央
金
庫
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を

　

行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
旧
農
林
中
央
金

　

庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該

　

書
面
の
交
付
の
日
に
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
又
は
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金

　

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五

　

条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
（
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書

　

面
を
い
う
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
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八
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
十
七
条　

新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
七
第
一
項
又
は
第
百
四
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

　

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
は
、
施
行
日
に
お
い
て
当
該
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２　

新
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

又
は
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
顧
客
か
ら
旧
農
林
中
央
金
庫

法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
七
条
の

四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
農
林
中
央

金
庫
代
理
業
者
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
施
行
日
に
当
該
顧
客
か
ら
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
行
う
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十

七
条
の
七
第
一
項
第
二
号
又
は
第
百
四
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
新
農
林

中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
七
第
二
項
第
一
号
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
十
三
第
二
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項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

施
行
日
以
後
に
そ
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
施

行
の
際
現
に
顧
客
か
ら
外
貨
預
金
等
書
面
（
旧
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
外
貨
預
金
等
書
面
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
に
つ
い
て
旧
農
林
中

央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
十

二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
又
は
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
旧
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
施
行

日
に
当
該
顧
客
か
ら
当
該
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規

則
第
百
四
十
七
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾

を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

４　

新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
七
第
二
項
第
二
号
（
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の

　

十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
知
を
し
よ
う
と
す
る

181



農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
告
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
告
知
は
、
施
行
日
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
八
条　

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ

て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
旧
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第

百
四
十
七
条
の
二
第
三
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
が
外
貨
預
金

等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
外
貨
預
金
等
書
面
）
を
顧
客
に

対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
新
農
林
中
央
金
庫
法

施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の

と
み
な
し
て
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
八
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２　

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う

場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
顧
客
か
ら
旧
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
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表
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
か
ら
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
十
一
の
二

　

の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
十
九
条　

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
外
貨
預
金
等

書
面
を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
新
農

林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２　

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
い

　

、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
顧
客
か
ら
旧
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四

　

十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
か
ら
新
農
林
中
央
金
庫

　

法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
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る
。 

３　

農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
、
施
行
日
以
後
に
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
施

　

行
日
前
に
、
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
旧
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十

　

七
条
の
十
四
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
顧
客
に
対
し
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
の
日
に
新
農

　

林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り

　

当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
契

　

約
締
結
時
交
付
書
面
（
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
い
う
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報

　

の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
四
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項

　

の
規
定
を
適
用
す
る
。 

　

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
十
条　

こ
の
命
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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